
 

  

畑詰区 規約 



畑 詰 区 規 約 

 

第 1 章 総則 

第 1 条  

この区は、畑詰区と称し、区内の居住民をもって組織し、区内を若干の組に区分する。 

第 2 条  

区の事務所を公民館におく。 

 

第 2 章 目的 

第 3 条  

区民相互の親和と生活の向上及び福祉の増進をはかり、区の発展に寄与することを目

的とする。 

 

第 3 章 事業 

第 4 条  

前条の目的達成のため、次の事業を行う。 

(1) 公民館の生涯学習活動の推進 

(2) 環境整備 

(3) 体育活動の推進 

(4) 防犯防災 

(5) 福祉の向上 

(6) その他、目的達成の為の事業 

 

第 4 章 役員等及び会計監査 

第 5 条  

区に次の役員をおく。 

(1) 区 長 1 名（原則として行政区長、公民館長を兼ねる） 

(2) 副区長 1 名（原則として副公民館長を兼ねる） 

(3) 会 計 1 名 

 

第 6 条  

区に会計監査 2 名をおく。 

 

第 7 条  

区に評議員をおく。 

評議員は、概ね 10 名を基準とする。  



第 8 条  

各組に組長をおき、行政区長の補助員を兼ねる。 

 

第 9 条  

区に必要に応じ部を設け、それぞれ部長をおく。 

 

第 10 条  

組織図は、別紙の通りとする。（総会資料記載） 

 

第 5 章 役員等の任務及び任期 

第 11 条  

役員等の任務は、次の通りとする。 

(1) 区長は、区務を統括し、会議を主催すると共に公民館長として公民館の運営にあ

たる、但し区長不在の時は、副区長が業務を代行する。 

(2) 副区長は、区長の業務を補佐すると共に副公民館長として、公民館活動の業務を

掌り公民館長を補佐する。また、区長及び公民館長が不在となった場合は、新た

に選任されるまでの間、その業務を代行する。 

(3) 会計は、予算に基づき、区の経理を掌る。 

(4) 会計監査は、区の経理を監査する。 

(5) 評議員は、区長の諮問にこたえる他、事業の実施について区長を補佐する。 

(6) 組長（補助員）は、区長を補佐し、組に係る業務に携わる。 

 

第 12 条  

役員等の任期は、次の通りとする。 

(1) 役員等の任期は、2 年とし、再任を妨げない。 

(2) 組長の任期は、1 年とし、再任を妨げない。 

(3) 役員等が、任期中不在となった時は、後任者の任期は前任者の任期内とする。 

 

第 6 章 役員等の選出 

第 13 条  

役員等の選出は、次の通りとする。 

(1) 区長は、各組から推薦された候補者より選考委員会で選考し、総会の承認を得

る。 

(2) 選考委員会は、評議員 2 名、区長経験者 2 名、福祉委員及びシニアクラブ会長

をもって構成する。 

(3) 副区長、会計は、区長がこれを委嘱し、総会の承認を得る。 

(4) 会計監査は、評議員会において選出し、総会の承認を得る。 

(5) 評議員は、区長、副区長、会計の三役において選出し、総会の承認を得る。 

(6) 組長は、各組の互選による。 

(7) 部長は、区長がこれを委嘱する。  



第 7 章 会議 

 

第 14 条  

区の会議は、次の通りとする。 

総会、役員会、評議員会、組長会及び部会等。 

 

第 15 条  

総会 

(1) 総会は、区の最高決議機関で、通常総会及び臨時総会とする。 

(2) 総会は、次の事項につき審議決定する。 

(ア) 規約の決定及び改正 

(イ) 役員、評議員及び会計監査の承認 

(ウ) 区費の決定 

(エ) 事業計画、事業報告及び予算・決算の承認 

(オ) その他、必要と認めた事項 

(3) 通常総会は、毎年 4 月に区長が招集する。 

(4) 臨時総会は、区長が認めた時、また区全所帯の 3 分の 2 以上の要請があるとき

区長が招集する他、区長が不在となり新たに選出する場合に、副区長が招集す

る。 

(5) 通常総会、臨時総会は代議員制とする。代議員は新旧組長、各種団体の新旧会長

（代表者等）とし、その委任を受けた者、もしくは委任状により過半数以上の出

席がなければ成立しない。 

(6) 総会は、区内に居住する者の出席により実施し、出席者の過半数をもって決議さ

れる。ただし、賛否同数の場合は、議長がこれを決定する。 

(7) 議長は、総会出席者の中から選出する。 

 

第 16 条  

役員会 

役員会は、必要に応じ区長が招集し、区の運営につき協議する。 

 

第 17 条  

評議員会 

評議員会は、総会に次ぐ決定機関として必要に応じ区長が招集し、区の業務の主要

事項について協議する。また、規程・要領等の細則についても協議・決定し、これ

を総会にて報告する。 

 

第 18 条  

組長会 

組長会は、必要に応じ区長が招集し、区の業務の細部について協議する他、連絡調

整を行う。 

 

 

 



第 19 条  

各部会長会 

各部会長会は、必要に応じ区長（公民館長）が招集し、相互の連絡調整を行う。 

 

第 8 章 事務員、管理人 

第 20 条  

本区の事務処理及び公民館、憩いの家の管理を行うため次の事務員、管理人をおく。 

(1) 事務員 

(2) 管理人 

(3) 事務員、管理人は、区長が評議員会の同意を得て委嘱する。 

(4) 事務員、管理人の任務等は次の通りとし、その任期は 1 年とする。 

ただし、再任を妨げない。 

(5) 事務員は、区長の命を受け、区及び公民館に関する事務を掌る。 

(6) 管理人は、公民館及び憩いの家の施設管理業務を掌る。 

 

第 9 章 会計及び会計監査 

第 21 条  

会計 

本区の会計は、一般会計及び特別会計とする。 

 

第 22 条  

会計年度 

本区の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。 

 

第 23 条  

経費 

本区の必要な経費は、次の収入をもって充てる。 

(1) 区費 

(2) 市交付金及び補助金 

(3) 寄付金 

(4) その他 

 

第 24 条  

会計監査 

本区の会計監査は一般会計及び特別会計監査を行う。 

 

第 25 条  

区費 

(1) 区民は、所定の区費を納めなければならない。 

(2) 区費は、総会においてこれを決定する。但し特別な事情のある人は、役員、評議

員会で審議し、これを減額又は免除することが出来る。 



第 26 条  

予算及び決算 

(1) 予算は、総会において決議された予算を執行し、決算は会計監査を受けた後、総

会で報告し承認を得なければならない。 

(2) 会計監査は、総会において監査報告をしなければならない。 

 

第 27 条  

情報公開 

区長は、毎年度末に次の書類を作成し、会計監査を受けた後、総会において承認さ

れた場合は公民館事務室に常時備えて区民に対する情報公開に努めなければならな

い。 

(1) 収支決算書 

(2) 事業報告書 

(3) その他総会に提出した書類 

 

第 28 条  

役員、評議員、組長、事務員、管理人の手当 

役員、評議員、組長、事務員、管理人の手当は、総会において決定するものとする。 

 

第 10 章 個人情報保護 

第 29 条  

個人情報保護の取扱い 

区活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利用提供および管理については

「個人情報取扱要領」に定め、適正に運用するものとする。 

 

第 11 章 規約の改廃 

第 30 条  

この規約は、総会において出席者の 3 分の 2 以上の賛成を得なければこれを改廃する

ことができない。 

 

第 31 条  

附 則 

(1) この規約は、平成 2 年 4 月 1 日より施行する 

(2) 平成 11 年 4 月 4 日 改正 

(3) 平成 13 年 4 月 8 日 改正 

(4) 平成 21 年 4 月 12 日 一部改正 

(5) 平成 29 年 4 月  9 日 一部改正 

(6) 令和  5 年 4 月 16 日 一部改正・施行 

(7) 令和  6 年 4 月 21 日 一部改正・施行 

 


